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防災訓練の結果の概要（要素訓練） 

 

１．訓練の目的 

本訓練は、「泊発電所 原子力事業者防災業務計画 第２章 第７節 第１項 社内における訓練」

に基づき実施する訓練であり、手順書等の適用性や要員・資機材確認等の検証を行い、手順等の習

熟および改善を図るものである。 

 

２．実施期間および対象施設 

（１）実施期間 

２０２５年１月１日（水）  ～  ２０２５年１２月３１日（水） 

（２）対象施設 

泊発電所１、２、３号機 

 

３．実施体制、評価体制および参加人数 

（１）実施体制 

訓練毎に訓練責任者および訓練担当者を定めて実施した。詳細は「添付資料」に記載のとおり。 

（２）評価体制 

定められた手順どおりに訓練が実施されたかを訓練評価者等が評価した。 

（３）参加人数 

「添付資料」に記載のとおり。 

 

４．防災訓練のために想定した原子力災害の概要 

（１）緊急時通報・連絡訓練 

警戒事態該当事象、原災法第１０条事象および原災法第１５条事象が発生し、通報連絡が必要

となる状況を想定した。 

（２）原子力災害対策本部設置訓練（模擬原子力規制庁緊急時対応センター（以下、「模擬ＥＲＣ」

という。）プラント班との情報共有に係る訓練を含む） 

警戒事態該当事象、原災法第１０条事象および原災法第１５条事象が発生し、原子力災害対策

本部の設置が必要となる状況を想定した。 

（３）環境放射線モニタリング訓練 

放射性物質放出により敷地内の放射線または空気中の放射能濃度上昇の可能性があり、モニ

タリング等が必要となる状況を想定した。 

（４）退避誘導訓練 

原子力災害の発生により、泊発電所構内にいる作業者等の退避が必要となる状況を想定した。 

（５）原子力災害医療訓練 

原子力災害発生時に、管理区域内で傷病者が発生し、医療対応が必要となる状況を想定した。 

（６）シビアアクシデント対応訓練 

シビアアクシデントの発生により、事象進展予測等が必要となる状況を想定した。 

 

添付資料３ 
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（７）緊急時対応訓練 

①初期消火訓練 

原子力災害発生時に、構内で火災が発生し、初期消火対応が必要となる状況を想定した。 

②運転班・機械工作班・電気工作班が実施した緊急時対応訓練 

シビアアクシデントの発生により、運転操作等の対応が必要となる状況を想定した。 

③その他訓練 

シビアアクシデントの発生により、対応が必要となる状況を想定した。 

（８）原子力緊急事態支援組織対応訓練 

原子力緊急事態支援センターの資機材（遠隔操作ロボット等）による対応が必要となる状況を

想定した。 

（９）資機材輸送・取扱訓練 

原子力災害の発生により、自治体から資機材の貸与要請を受け、泊発電所から資機材を運搬 

する必要がある状況を想定した。 

 

５．防災訓練の項目 

要素訓練 

 

６．防災訓練の内容 

（１）緊急時通報・連絡訓練 

（２）原子力災害対策本部設置訓練 

（３）環境放射線モニタリング訓練 

（４）退避誘導訓練 

（５）原子力災害医療訓練 

（６）シビアアクシデント対応訓練 

（７）緊急時対応訓練 

①初期消火訓練 

②運転班・機械工作班・電気工作班が実施した緊急時対応訓練 

③その他訓練 

（８）原子力緊急事態支援組織対応訓練 

（９）資機材輸送・取扱訓練 

 

７．訓練結果の概要 

各要素訓練の結果の概要は「添付資料」に記載のとおり。 

 

８．訓練の評価 

各要素訓練の評価結果は「添付資料」に記載のとおり。 
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９．今後の原子力災害対策に向けた改善点 

各要素訓練における当該期間中の改善点および今後に向けた改善点は「添付資料」に記載のとお

り。 

 

≪添付資料≫ 

・要素訓練結果の概要 

 

以  上 

 



 

4 

 

１．緊急時通報・連絡訓練（訓練実施日：２０２５年１０月２４日 参加人数： ２１名） 

概 要 

実施体制 

（①訓練責任者、②訓練担当

者） 

評価

結果

※ 

当該期間中の改善点 
今後の原子力災害対策に 

向けた改善点 

・警戒事態、施設敷地緊急

事態および全面緊急事

態に該当する事象の発

生を想定した連絡、通報

等および着信確認を実

施 

【泊発電所】 

①運営課長 

②運営課員 

 

【本店】 

①原子力部長 

②原子力事業統括部員、総務

部立地室員 

良 

■通報文確認者の副本部長への報告優

先度が低い情報については、チャット

システム等を活用し、事後確認できる

運用として、通報文案の確認を優先的

にできる状況にした。さらに、副本部

長による通報文案の最終確認が難し

い場合の代替方法として、権限委譲に

ついて、通報・連絡に係る手順に運用

を追加した。 

■通報文確認者の座席に、新たにタッチ

式ディスプレイ（拡張モニタ）を導入

し、通報文作成者の PC 画面を複製表

示することで、リアルタイムで通報文

作成状況を共有し、通報文確認作業を

迅速化できるようにした。 

■通報・連絡に係る手順について、警戒

事態該当事象発生後の経過連絡およ

び第２５条報告時に記載すべき項目

に、「対応状況、今後の予定」を追記

する運用へ見直しを実施した。 

■通報・連絡に係る手順について、最初

の特定事象発生通報後の初報となる

第２５条報告については、最初の特定

事象発生後の通報より「速やかに」報

告を行う運用を追加した。また、警戒

事態該当事象発生後の経過連絡につ

いても、最初の警戒事態該当事象発生

連絡より「速やかに」連絡を行う運用

を追加した。 

■今後も継続して訓練を行い、更なる習

熟を図る。 

※通報・連絡に係る手順どおりに実施できているか等の評価基準に基づき評価 

要素訓練結果の概要 
添付資料 
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２．原子力災害対策本部設置訓練（模擬ＥＲＣプラント班との情報共有に係る訓練を含む） 

(訓練実施日：２０２５年１０月２４日、参加人数： １７６名） 

概 要 

実施体制 

（①訓練責任者、②訓練担当

者） 

評価

結果 

※ 

当該期間中の改善点 
今後の原子力災害対策に 

向けた改善点 

・原子力災害対策本部の設

置、ＥＡＬ判断、本店－

発電所間の連絡調整等

を実施 

・総合管理事務所からの緊

急時対策所への参集を

実施 

・原子力施設事態即応セン

ターから模擬ＥＲＣプ

ラント班へのプラント

情報提供を実施 

・新規制基準未適合炉にお

いて特定事象の発生を

伴う訓練を実施 

・充実を図った備付け資料

の有効性確認を実施 

【泊発電所】 

①運営課長 

②発電所長、所長代理、次長、

各課（室）長、各課（室、セ

ンター）員 

 

【本店】 

①原子力部長 

②原子力事業統括部員、各室

部員 

良 

■緊急時対策所内での情報伝達におい

て、情報伝達の緊急度および重要性を

勘案し、より確実な情報共有が必要と

なる、緊急ではないが重要な情報につ

いては、図表を用いて報告することを

心掛けるように本部要員の活動にあ

たってのルールとした。 

■可視化されたツールの運用（Teams 会

議での図表共有、タッチ式ディスプレ

イ等の新規配備、十分に有効活用され

ていなかった機器（ＳＰＤＳ用大型モ

ニター等）の活用方法について見直し

を実施した。 

■緊急時対策所内で報告の際に要点以

外の詳細な情報は、マイクを使用せず

チャットシステム等を活用する運用

とした。 

■原災法第 10条確認会議および第 15条

認定会議における情報共有について、

発電所と本店のブリーフィングでは、

AL事象対応時に SE事象の対応戦略を

事前に共有し、実際に SE 事象が発生

した際には変更点がないことを簡潔

に報告する運用を明確化した。また、

会議での説明に使用する機器情報や

事象進展予測を記載した様式を定め

た。 

■今後も継続して訓練を行い、更なる習

熟を図る。 

※緊急時対策所の運用に係る手順どおりに実施できているか等の評価基準に基づき評価 
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３．環境放射線モニタリング訓練（訓練実施日：２０２５年１月２９日～２０２５年１２月２３日の期間内で計２３回実施、参加人数：７５名） 

概 要 

実施体制 

（①訓練責任者、②訓練担当

者） 

評価

結果

※ 

当該期間中の改善点 
今後の原子力災害対策に 

向けた改善点 

・可搬型モニタリングポス

ト、可搬型気象観測設備

の配備および空間放射

線量率測定を実施 

①安全管理課長 

②安全管理課員、協力会社員 
良 ■特になし 

■今後も継続して訓練を行い、更なる習

熟を図る。 

※環境放射線モニタリングに係る手順どおりに実施できているか等の評価基準に基づき評価 
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４．退避誘導訓練（２０２５年３月５日～２０２５年１１月２０日の期間内で計６回実施、参加人数：４０名） 

概 要 

実施体制 

（①訓練責任者、②訓練担当

者） 

評価

結果 

※ 

当該期間中の改善点 
今後の原子力災害対策に 

向けた改善点 

・退避誘導を行う際の所定

の集合場所の確認を実

施 

①総務課長 

②総務課員 
良 ■特になし 

■今後も継続して訓練を行い、更なる習

熟を図る。 

※退避誘導に係る手順どおりに実施できているか等の評価基準に基づき評価 

 

５．原子力災害医療訓練（２０２５年５月２３日～２０２５年１２月１２日の期間内で計８回実施、参加人数：５７名） 

概 要 

実施体制 

（①訓練責任者、②訓練担当

者） 

評価

結果 

※ 

当該期間中の改善点 
今後の原子力災害対策に 

向けた改善点 

・汚染傷病者の搬送および

傷病者の汚染検査、除染

等を行うとともに、搬送

時の汚染拡大防止措置

を実施 

・公益財団法人原子力安全

研究協会との原子力災

害医療情報の収集・提供

等の連携、医療スタッフ

の派遣要請連絡等を実

施 

【泊発電所】 

①労務安全課長 

②労務安全課員 

 

【本店】 

①原子力部長 

②原子力事業統括部員 

良 

■応急医療室前室から搬送車両へのス

トレッチャーによる搬送時におい

て、水密扉の段差が搬送の支障にな

るため、取外し可能なスロープを配

備した。 

■応急医療室内で停電等により消灯し

た場合に備え、ランタンを棚の上に

設置して部屋の照度を確保していた

が、余震などで落下することを想定

して建物常設物にフックを設置し、

引っかけることによって余震による

落下を防ぐ対策を講じた。 

 

■今後も継続して訓練を行い、更なる習

熟を図る。 

※傷病者対応に係る手順どおりに実施できているか等の評価基準に基づき評価 
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６．シビアアクシデント対応訓練（訓練実施日：２０２５年２月２８日～２０２５年１０月２４日の期間内で計１９回実施、参加人数：１５５名） 

概 要 

実施体制 

（①訓練責任者、②訓練担当

者） 

評価

結果

※ 
当該期間中の改善点 

今後の原子力災害対策に 

向けた改善点 

・事故事象の進展予測およ

び事故収束へ向けた対

策案の立案等を実施 

①防災・安全対策室課長 

②技術課員、防災・安全対策室

員、保全計画課員 

良 ■特になし 
■今後も継続して訓練を行い、更なる習

熟を図る。 

※シビアアクシデント対応に係る手順どおりに実施できているか等の評価基準に基づき評価 

 

７．緊急時対応訓練 

①初期消火訓練（２０２５年１月６日～２０２５年１２月１５日の期間内で計７８回実施、参加人数：４４３名） 

概 要 

実施体制 

（①訓練責任者、②訓練担当

者） 

評価

結果

※ 

当該期間中の改善点 
今後の原子力災害対策に 

向けた改善点 

・消火に使用する車両の操

作、消防車を使用した放

水、防護具着用等を実施 

①運営課長 

②各課（室）員、協力会社員 
良 ■特になし 

■今後も継続して訓練を行い、更なる習

熟を図る。 

※初期消火活動に係る手順どおりに実施できているか等の評価基準に基づき評価  
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②運転班・機械工作班・電気工作班が実施した緊急時対応訓練 

（２０２５年１月１４日～２０２５年１２月２３日の期間内で計３８０回実施、参加人数３，０３３名）          

概 要 

実施体制 

（①訓練責任者、②訓練担当

者） 

評価

結果

※ 

当該期間中の改善点 
今後の原子力災害対策に 

向けた改善点 

【運転班】 

・個別作業訓練として、弁操

作、ホース敷設、フランジ

接続等を実施 

・個別手順訓練として、可搬

型大型送水ポンプ車によ

る代替炉心注水のための

系統構成手順、タービン動

補助給水ポンプ現場手動

操作による蒸気発生器へ

の注水手順、主蒸気逃がし

弁現場手動操作によるＲ

ＣＳ減圧手順等を実施 

 

【機械工作班、電気工作班】 

・大型送水ポンプ車の操作

およびツインスター着脱

操作等を実施 

・中央制御室換気系の空気

作動ダンパ開操作等を実

施 

・可搬型代替電源車給電作

業等を実施 

①発電室長、機械保修課長、制

御保修課長、電気保修課長 

②発電室員、機械保修課員、制

御保修課員、電気保修課長、

協力会社員 

良 ■特になし 

 

■今後も継続して訓練を行い、更なる習

熟を図る。 

※各機能班の緊急時対応に係る手順どおりに実施できているか等の評価基準に基づき評価 
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③軽油汲み上げ・配油訓練（２０２５年３月１２日～２０２５年１０月９日の期間内で計１５回実施、参加人数：２５５名） 

概 要 

実施体制 

（①訓練責任者、②訓練担当

者） 

評価

結果

※ 

当該期間中の改善点 
今後の原子力災害対策に 

向けた改善点 

・ディーゼル発電機の燃

料油貯油槽からの軽油

汲み上げ手順確認、ホ

ース敷設を実施 

・可搬型ＳＡ設備への補

給を実施 

①運営課長 

②運営課員、原子力教育センタ

ー員、原子力安全・品質保証

室員 

良 ■特になし 
■今後も継続して訓練を行い、さらなる

習熟を図る。 

※軽油汲み上げ・配油に係る手順どおりに実施できているか等の評価基準に基づき評価 

 

④その他訓練（２０２５年１月６日～２０２５年１２月２６日の期間内で計６５８回実施、参加人数：３，９１０名） 

概 要 
実施体制 

（①訓練責任者、②訓練担当
者） 

評価
結果
※ 

当該期間中の改善点 
今後の原子力災害対策に 

向けた改善点 

・大津波警報発令時の初動

対応、水密扉の閉止等を

実施 

①施設防護課長 

②協力会社員 
良 ■特になし 

■今後も継続して訓練を行い、更なる習

熟を図る。 

・構内アクセスルートの確

認のための構内道路補

修作業等を実施 

①土木建築課長 

②土木建築課員、協力会社員 
良 ■特になし 

■今後も継続して訓練を行い、更なる習

熟を図る。 

・緊急時対策所用発電機お

よび換気空調設備立上

げを実施 

・全交流電源喪失時の緊急

時対策所給電用発電機

のケーブル接続等を実

施 

①運営課長 

②運営課員、原子力教育センタ

ー員、原子力安全・品質保証

室員、協力会社員 

良 ■特になし 
■今後も継続して訓練を行い、更なる習

熟を図る。 
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概 要 
実施体制 

（①訓練責任者、②訓練担当
者） 

評価
結果
※ 

当該期間中の改善点 
今後の原子力災害対策に 

向けた改善点 

・泊発電所への支援に係る

資機材調達、輸送および

協定事業者との連携を

実施  

  

【泊発電所】 

①労務安全課長 

②労務安全課員、総務課員 

【本店】 

①原子力部長 

②プルサーマル推進ＧＬ、人事

労務部人事ＧＬ、総務環境部

企業行動室長、総務環境部管

財業務ＧＬ、調達部調達企画

ＧＬ 

③原子力事業統括部、各室部員 

良 ■特になし 

 

 

■今後も継続して訓練を行い、更なる習

熟を図る。 

※各機能班の緊急時対応に係る手順どおりに実施できているか等の評価基準に基づき評価 
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８．原子力緊急事態支援組織対応訓練（２０２５年５月２７日～２０２５年１０月３１日の期間内で計８回実施、参加人数：６９名） 

概 要 
実施体制 

（①訓練責任者、②訓練担当
者） 

評価
結果
※ 

当該期間中の改善点 
今後の原子力災害対策に 

向けた改善点 

・原子力緊急事態支援セン

ターの資機材（遠隔操作

ロボット等）および防災

資機材の輸送、情報等の

連携、放射線管理、遠隔

操作ロボット等の操作

等を実施 

 

 

【泊発電所】 

①防災・安全対策室長 

②各課（室、センター）員 

 

【本店】 

①原子燃料サイクルＧＬ 

②原子力事業統括部員、各室部

員 

良 ■特になし 
■今後も継続して訓練を行い、更なる習

熟を図る。 

※支援拠点運営に係る手順どおりに実施できているか等の評価基準に基づき評価 

 

９．資機材輸送・取扱訓練（２０２５年３月５日～２０２５年１１月２０日の期間内で計４回実施、参加人数：２０名） 

概 要 
実施体制 

（①訓練責任者、②訓練担当
者） 

評価
結果
※ 

当該期間中の改善点 
今後の原子力災害対策に 

向けた改善点 

・資機材輸送先である後方

支援拠点の場所および

通行ルートの確認を実

施 

・資機材の車両への積載等

を実施 

①総務課長 

②総務課員 
良 ■特になし 

■今後も継続して訓練を行い、更なる習

熟を図る。 

※資機材の搬送に係る手順どおりに実施できているか等の評価基準に基づき評価 

 

 

 

 


